
令和6年(行)第62号行政文書不開示処分取消等請求事件(第1事件)

令和6年(行宀)第63号保有個人情報不開示処分取消等請求事件(第2事件)

第1事件原告 相原健吾注加16 5名

第2事件原告 芦名定道ほか5名

被 告 国

副 本

(第1事件処分行政庁:閣官房内閣総務官、閣官房副長官補、内閣府大臣官房

長、内閣府日本学術会議事務局長)

(第2事件処分行政庁:閣官房内閣総務官、閣官房副長官補、内閣情報官、内

閣府大臣官房長)

証拠明書(4)(乙A号証)

令和 7年 5月 1 2 日

東京地方裁判所民事第38部B2係御中

被 告 指 定 代 理 人 田 中 隆

市 原 麻 衣

鈴 木 吉 憲
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原 田 直 也

富 永 健 明

原 裕

加茂野 優
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松 下 美 帆

伊 丹 俊 剛

佐 藤 和 斗

蔵 原 智 行

鈴 木 智 文

吉 村 淳

杉 田 和 暁

柳 澤 泰 洋

野 早 矢 香

林 花 梨

水 本 圭 祐

河 北 浩

渭 原 祥 介



号証 標 目 作 成

(作成者) 年月日

Z A

1 4

内閣官房文書取扱写し平成23年3月
規 則 3 0 日 制 定
(内閣総理大臣決定) 平成30年8月

29日一部改正

立証趣旨

第1事件に係る令和2年4
月当時における内閣官房が保
有する文書の取扱いに係る内
規の存在及びその内容

Z A 内閣官房文書取扱写し平成23年3月 第1事件に係る令和2年1
1 5 規則 30日制定

(内閣総理大臣決定) 令和2年10月
20日一部改正

0月当時における内閣官房が
保有する文書の取扱いに係る
内規の存在及びその内容

Z A 内閣府本府における写し平成13年1月
1 6 行政文書の取扱いに 6 日

関する規程 |令和2年改正

(内閣府令)

第1事件に係る令和2年度に
おける内閣府本府における行政

文書の取扱いに関する規則の存

在及びその内容
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